
  

様式第３号（第１４条関係） 

令和元年６月３日 

会 議 概 要 

審議会等の名称 令和元年度第１回市川市個人情報保護審議会 

開 催 日 時 令和元年５月２２日（水） １３時３０分 ～ １４時３０分 

開 催 場 所 市川市役所仮本庁舎 ５階 理事者控室 

出

席

者 

委  員 
奥川 貴弥（会長）、古賀 加奈子（副会長）、小島 千鶴、荻野 良江、 

伊与久 美子、小林 俊之、松原 いつ子 

所 管 課 
総務部：関公文書管理担当理事、秋本次長 

総務課：増田課長、木村副参事、樋口主幹、小谷主査、朝倉主任 

関 係 課 なし 

議題及び会議の概要 
公開・非公開 

の別 
非公開の場合の理由 

１ 諮問事項 

 ア 実施機関非識別加工情報の作成の方法に関する基準

について 

実施機関非識別加工情報は特定の個人を識別する

ことができないようにするとともに、その作成に用い

る個人情報を復元することができないようにする必

要があるため、本市が新たに定めるその作成の方法に

関する基準について諮問した。 

公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該

当 

・公文書公開条例第８条第 項

第 号該当 

 イ 実施機関非識別加工情報等の安全確保の措置の基準

について 

    実施機関非識別加工情報やその作成に用いた個人

情報から削除した記述等の漏えいを防止するため、本

市が新たに定める実施機関非識別加工情報等の安全

確保の措置の基準について諮問した。 

公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該

当 

・公文書公開条例第８条第 項

第 号該当 

傍聴者の人数 ０人 

閲覧・交付資料 

・配布資料一覧 

・諮問書 

・市川市個人情報保護条例（一部改正に係る新旧対照表） 

・非識別加工情報提供制度の概要 

・個人情報ファイル簿（例） 

・実施機関非識別加工情報の作成の方法に関する基準（加工基準）に基づく

加工例（諮問事項ア） 

特 記 事 項  

所 管 課 総務部 総務課（内線：２１３６） 

 


